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論
文筆
者
は
、
仏
教
と
部
落
問
題
に
つ
い
て
関
心
を
も
ち
、
筆
者
な

り
に
辿
り
つ
い
た
の
が
「
部
落
寺
院
制
」
の
問
題
で
あ
っ
た
。
「
部

落
寺
院
制
」
の
主
張
に
つ
い
て
は
、
一
定
の
評
価
と
さ
ま
ざ
ま
な

（
１
）
 

批
判
を
頂
い
た
。
そ
の
批
判
に
つ
い
て
直
接
的
に
は
ほ
と
ん
ど
こ

た
え
な
い
ま
ま
現
在
に
至
っ
て
い
る
。
た
だ
、
仏
教
と
部
落
差
別

の
展
開
に
つ
い
て
は
、
近
畿
を
中
心
に
西
は
筑
前
、
豊
前
国
、
東

は
尾
張
国
に
至
る
「
部
落
寺
院
制
」
の
成
立
地
域
、
そ
れ
は
後
述

し
て
い
る
よ
う
に
本
願
寺
の
「
末
寺
帳
」
と
は
別
帳
化
さ
れ
た

「
稔
寺
帳
」
の
作
成
が
確
認
さ
れ
、
ま
た
は
、
予
想
さ
れ
る
地
域

で
あ
り
、
部
落
寺
院
制
の
成
立
が
社
会
的
経
済
的
に
困
難
か
、
ま

た
は
不
可
能
な
周
辺
地
域
の
一
一
つ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
考

（
２
）
 

え
て
き
た
。
周
辺
地
域
と
は
、
筑
前
・
典
三
前
国
を
除
く
九
州
や
尾

ま
え
が
き

或
る
被
差
別
部
落
寺
院
の
過
去
帳
に
つ
い
て

ひ
と
い
の
ち

ｌ
人
間
の
生
命
に
つ
い
て
の
基
礎
史
料
の
分
析
Ｉ

張
よ
り
東
北
に
位
置
す
る
地
域
で
あ
り
、
「
差
別
戒
名
」
が
確
認
さ

れ
、
ま
た
は
、
そ
の
存
在
が
予
想
さ
れ
る
地
域
で
あ
る
。
こ
れ
を

仮
に
「
差
別
戒
名
」
地
域
と
呼
ぶ
と
す
れ
ば
、
こ
の
二
つ
の
地
域

に
お
け
る
仏
教
差
別
の
展
開
は
「
部
落
寺
院
制
」
に
よ
る
差
別
、

「
戒
名
に
よ
る
差
別
」
の
ご
と
く
、
そ
の
現
象
に
お
い
て
全
く
異

な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
、
仏
教
に
か
か
わ
る
差
別
が
も

つ
「
地
域
性
」
を
無
視
し
て
仏
教
と
差
別
の
問
題
を
一
般
化
し
、

同
一
に
論
及
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
。

し
か
し
、
そ
う
し
た
認
識
を
無
視
し
て
、
仏
教
に
お
け
る
差
別

一
般
論
の
視
点
か
ら
「
過
去
帳
差
別
記
載
論
」
、
「
壬
申
戸
籍
差
別

記
載
論
」
が
一
般
的
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
事
例
は
少
な
く
な
い
。

こ
う
し
た
研
究
や
主
張
は
仏
教
に
お
け
る
差
別
の
認
識
を
ふ
か
め

る
た
め
に
必
ず
し
も
有
益
で
は
な
い
。
筆
者
は
仏
教
と
部
落
問
題

に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
仮
説
を
立
て
、
そ
の
一
つ
ひ
と
つ
に
つ

い
て
実
証
を
試
み
た
い
と
考
え
て
い
る
。
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4４ 

部
落
寺
院
制
が
一
般
的
に
成
立
し
て
い
る
地
域
に
は

⑪
部
落
寺
院
の
支
配
寺
を
形
成
し
て
い
る
。
京
の
金
福
寺
・
万

宣
寺
・
教
徳
寺
。
福
専
寺
の
「
四
ケ
之
本
寺
」
、
播
磨
国
の
小
本

寺
源
正
寺
・
筑
前
国
の
願
照
寺
外
な
ど

②
本
願
寺
「
末
寺
帳
」
と
は
別
に
「
稔
寺
帳
」
が
作
成
さ
れ
て

い
る
。
横
寺
帳
作
成
の
範
囲
は
豊
前
、
筑
前
、
伊
予
、
讃
岐
、

土
佐
、
周
防
、
長
門
、
備
中
、
備
後
、
石
見
、
尾
張
、
伊
賀
、

伊
勢
、
若
狭
を
含
む
摂
津
、
河
内
、
和
泉
、
大
和
、
山
城
、
播（３）
 

磨
、
近
江
、
丹
後
、
丹
波
、
但
馬
等
一
一
四
カ
国
に
も
及
ん
で
い
る
。

③
部
落
寺
院
は
一
村
一
力
寺
制
が
一
般
的
で
あ
る
。
枝
村
な
ど

小
数
点
在
の
場
合
で
も
本
村
の
一
般
寺
院
の
檀
家
に
な
ら
ず
、

近
隣
の
部
落
寺
院
の
檀
家
に
な
っ
て
い
る
。

仰
原
則
と
し
て
過
去
帳
に
は
差
別
記
載
は
な
い
。

⑤
浄
土
真
宗
寺
院
に
集
中
し
て
い
る
。

⑥
稔
寺
帳
の
作
成
さ
れ
た
地
域
の
中
に
、
伯
耆
国
、
因
幡
国
を

あ
げ
て
い
な
い
が
、
伯
耆
国
会
見
郡
の
浄
福
寺
が
伯
耆
国
一
国

の
部
落
寺
院
で
あ
り
、
因
幡
国
八
上
郡
緑
浄
寺
が
因
幡
国
一
国

の
部
落
寺
院
で
あ
る
。
こ
の
ニ
カ
寺
は
い
ず
れ
も
東
本
願
寺
内

の
「
穣
寺
頭
寺
金
福
寺
」
の
下
寺
で
あ
っ
た
。
と
す
れ
ば
、
伯

耆
、
因
幡
地
域
に
も
部
落
寺
院
制
の
成
立
、
稔
寺
帳
の
作
成
が

推
定
さ
れ
る
。
前
記
②
の
稔
寺
帳
は
西
本
願
寺
下
寺
の
も
の
で
、

東
本
願
寺
下
寺
の
も
の
は
そ
の
事
実
を
筆
者
は
確
認
し
て
い
な

本
稿
に
お
い
て
は
、
以
上
の
仮
説
の
上
に
部
落
寺
院
制
研
究

の
一
つ
と
し
て
、
あ
る
被
差
別
部
落
寺
院
の
『
過
去
帳
』
（
下
書
き
）

を
中
心
に
分
析
を
進
め
て
い
き
た
い
。
仏
教
を
め
ぐ
る
差
別
の
枠

組
み
を
一
ろ
の
地
域
に
分
け
た
が
、
そ
の
差
別
の
果
た
し
た
役
割

は
前
述
し
た
よ
う
に
べ
つ
く
つ
に
一
一
つ
あ
っ
た
と
い
っ
て
い
る

の
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
差
別
戒
名
と
稔
寺
帳
の
作
成
と
そ
の
現

象
は
違
っ
て
い
て
も
、
歴
史
的
に
果
た
し
た
役
割
は
同
質
で
あ
っ

た
と
考
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

部
落
寺
院
制
が
成
立
し
な
か
っ
た
地
域
は

⑪
一
村
一
力
寺
の
成
立
は
困
難
で
ニ
カ
寺
多
檀
家
村
が
多
い
。

②
浄
土
真
宗
に
集
中
せ
ず
、
真
一
一
一
一
口
宗
、
曰
蓮
宗
、
禅
宗
な
ど
に

分
散
し
て
い
る
事
例
も
多
い
。

③
差
別
戒
名
を
刻
し
た
墓
石
や
差
別
記
載
の
あ
る
過
去
帳
の
存

在
が
推
定
さ
れ
る
。

過
去
帳
と
は
、
寺
宝
の
ご
と
く
諸
寺
院
に
保
管
、
継
承
さ
れ
「
死

い
０ １
過
去
帳
と
は

一
江
戸
時
代
の
過
去
帳
に
つ
い
て
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者
の
戒
名
（
法
名
）
、
俗
名
、
死
亡
年
月
曰
、
死
亡
年
令
、
続
柄
な

（
４
）
 

ど
を
室
曰
き
留
め
た
帳
簿
」
で
あ
る
。
過
去
帳
の
歴
史
は
「
平
安
中

期
、
源
信
の
『
念
仏
結
縁
過
去
帳
』
に
ま
で
遡
る
と
い
わ
れ
、
鎌

倉
期
に
は
金
剛
峯
寺
の
過
去
帳
や
時
宗
の
過
去
帳
も
み
ら
れ
る
。

南
北
朝
、
室
町
期
に
な
る
と
『
蓮
華
寺
過
去
帳
』
『
東
光
寺
明
講
過

（
５
）
 

去
帳
」
」
な
ど
が
知
ら
れ
て
い
る
。
過
去
帳
が
一
般
化
し
て
、
い
ず

れ
の
寺
院
に
も
常
設
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
江
戸
時
代
前
期
、

寛
文
（
一
六
六
一
～
七
三
）
か
ら
元
禄
（
一
六
八
八
～
一
七
○
四
）

年
中
か
ら
で
あ
る
。
寛
文
二
（
一
六
七
一
）
年
「
宗
門
改
之
儀

二
付
御
代
官
達
」
の
布
達
に
よ
る
宗
門
改
、
宗
門
人
別
帳
の
提
出
、

寺
請
制
の
実
施
と
平
行
し
て
い
る
。

過
去
帳
を
検
討
す
る
に
あ
た
っ
て
大
事
な
こ
と
は
そ
の
視
点
を

ど
こ
に
お
く
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
部
落
寺
院
制
」
の
視
点
を

無
視
し
て
過
去
帳
を
検
討
し
た
の
で
は
、
単
純
に
「
差
別
記
載
の

あ
る
過
去
帳
」
と
「
差
別
記
載
の
な
い
過
去
帳
」
が
そ
れ
ぞ
れ
ば

ら
ば
ら
に
取
り
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
で
終
り
、
両
者
を
統
一
的
に
理

解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
か
っ
て
の
差
別
戒

名
の
分
析
に
も
み
ら
れ
た
よ
う
に
部
落
寺
院
制
下
に
お
か
れ
て

い
る
兵
庫
や
大
阪
な
ど
の
地
域
に
お
い
て
も
差
別
戒
名
が
普
遍
的

に
存
在
す
る
か
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
、
そ
う
し
た
認
識
の
も
と
に

２
過
去
帳
検
討
の
視
点

教
育
や
啓
発
が
す
す
め
ら
れ
た
。
そ
れ
で
は
部
落
問
題
に
対
す
る

正
し
い
認
識
を
得
る
こ
と
は
期
待
で
き
な
い
。
兵
庫
や
大
阪
地
域

の
仏
教
に
か
か
わ
る
差
別
は
前
述
し
た
よ
う
に
差
別
戒
名
の
枠
組

み
の
中
に
本
来
存
在
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
逆

に
、
部
落
寺
院
制
の
も
と
で
の
差
別
認
識
を
暖
昧
な
も
の
に
し
て

し
ま
う
危
険
性
を
も
っ
て
い
る
。

本
稿
は
戒
名
（
法
名
）
の
問
題
を
テ
ー
マ
に
し
た
も
の
で
は
な

い
。
過
去
帳
の
問
題
に
も
ど
し
て
考
え
て
み
た
い
。
信
州
の
小
井

田
村
の
天
明
六
二
七
八
六
）
年
の
宗
門
帳
に
よ
る
と
、
小
井
田

村
の
住
民
は
青
木
村
の
禅
宗
の
龍
洞
院
、
矢
沢
村
の
禅
宗
良
泉
寺
、

吉
田
村
の
禅
宗
全
宝
院
な
ど
五
つ
の
禅
宗
寺
院
と
小
井
田
村
真
言

宗
龍
法
寺
外
三
つ
の
真
一
一
一
一
口
宗
寺
院
の
檀
家
に
分
れ
て
い
た
。
小
井

田
村
の
部
落
住
民
は
矢
沢
村
の
良
泉
寺
の
檀
家
で
あ
っ
た
が
、
良

泉
寺
は
部
落
外
の
檀
家
も
多
く
、
い
わ
ゆ
る
部
落
寺
院
で
は
な
か

っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
部
落
住
民
が
本
村
と
同
一
の
寺
を
檀
那
寺

と
す
る
例
は
ま
れ
で
は
な
か
っ
た
。
｜
力
寺
の
部
落
寺
院
の
も
と

に
お
か
れ
た
近
畿
、
近
国
地
域
と
は
宗
教
事
情
は
大
き
く
異
な
っ

て
い
た
。

（
６
）
 

小
林
大
一
一
『
差
別
戒
名
の
歴
史
』
に
よ
っ
て
、
信
州
の
部
落
住

民
の
過
去
帳
を
具
体
的
に
み
て
お
き
た
い
。

３
信
州
に
お
け
る
差
別
過
去
帳
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⑪
長
瀬
村
臨
済
宗
Ｔ
寺
の
過
去
帳

享
保
以
前
の
早
い
時
期
の
過
去
帳
記
載
で
は
、
部
落
住
民
の
戒

名
に
は
差
別
的
な
も
の
は
な
く
、
部
落
外
住
民
の
戒
名
と
差
異
は

全
く
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
享
保
八
（
一
七
二
三
）
年
か
ら
天
保

一
一
一
（
一
八
四
二
年
に
わ
た
っ
て
作
成
さ
れ
た
過
去
帳
の
戒
名

に
は
「
庭
掃
部
」
の
記
載
が
み
ら
れ
る
。

②
北
佐
久
郡
望
月
町
の
真
言
宗
福
王
寺
の
過
去
帳

享
保
一
○
（
一
七
二
五
）
年
を
境
に
「
長
吏
」
の
呼
称
が
消
え
、

「
稔
多
」
の
身
分
呼
称
に
変
わ
っ
て
い
く
。
ま
た
、
部
落
住
民
だ

け
の
別
冊
過
去
帳
に
な
っ
て
い
く
。

③
天
台
宗
満
勝
寺
と
曹
洞
宗
Ｓ
寺
の
別
冊
過
去
帳

満
勝
寺
の
過
去
帳
は
江
戸
中
期
に
別
冊
過
去
帳
と
し
て
作
成
さ

れ
、
武
石
村
の
曹
洞
宗
Ｓ
寺
の
別
冊
過
去
帳
は
あ
る
時
代
（
江
戸

中
期
か
）
に
他
の
過
去
帳
か
ら
部
落
住
民
の
も
の
だ
け
が
「
抜
き

書
き
」
さ
れ
て
作
成
さ
れ
て
い
る
。

以
上
、
小
林
大
二
氏
の
所
説
を
も
と
に
、
信
州
に
お
け
る
部
落

住
民
の
差
別
過
去
帳
に
つ
い
て
、
そ
の
概
要
を
ま
と
め
た
。

本
願
寺
直
参
の
「
稔
寺
頭
寺
」
の
末
寺
と
し
て
、
そ
の
支
配
下
に

部
落
寺
院
を
配
し
、
部
落
住
民
は
す
べ
て
「
稔
寺
制
」
の
体
系
の

部
落
寺
院
制
下
に
お
い
て
は
、
同
じ
真
宗
寺
院
で
あ
り
な
が
ら
、

４
部
落
寺
院
制
下
に
お
け
る
過
去
帳

中
に
組
み
入
れ
ら
れ
、
混
住
（
枝
村
、
出
皮
多
な
ど
）
の
場
合
で

も
宗
門
帳
は
別
冊
（
末
尾
一
括
記
載
も
含
む
）
化
し
、
郡
毎
に
作

ら
れ
た
本
願
寺
末
寺
帳
と
は
別
に
国
毎
に
「
穣
寺
帳
」
が
作
ら
れ

て
い
っ
た
。

｜
村
を
基
本
に
寺
院
（
道
場
）
が
建
立
さ
れ
、
寺
院
の
住
職
は

そ
の
檀
家
を
対
象
と
し
て
、
独
自
に
過
去
帳
を
作
成
し
て
い
る
。

過
去
帳
は
寺
院
の
宝
で
あ
り
、
部
落
寺
院
の
過
去
帳
は
差
別
と
む

き
あ
っ
て
、
懸
命
に
生
き
て
き
た
人
達
の
記
録
で
も
あ
っ
た
。
仏

教
を
信
じ
、
信
仰
に
支
え
ら
れ
、
生
命
の
限
り
生
き
よ
う
と
し
て

戒
名
を
得
た
人
び
と
の
足
跡
で
あ
っ
た
。
本
稿
で
と
り
あ
げ
た
過

去
帳
に
は
後
述
す
る
よ
う
に
、
人
間
と
し
て
生
き
た
い
、
生
か
し

た
い
と
思
い
な
が
ら
「
生
子
」
「
赤
子
」
と
し
て
、
「
当
才
」
に
し

て
人
生
を
終
え
た
事
例
が
多
く
記
さ
れ
て
い
る
。
過
去
帳
を
「
差

別
過
去
帳
」
と
い
う
概
念
に
一
括
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
記
録

の
中
味
か
ら
、
そ
の
時
代
の
差
別
の
構
造
、
実
態
を
見
定
め
、
差

別
へ
の
認
識
を
磨
い
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。



4７或る被差別部落寺院の過去帳について（上）

亀
山
本
徳
寺
は
本
願
寺
派
の
直
参
中
本
山
で
あ
り
、
『
壱
播
磨
国

飾
東
郡
九
冊
之
内
豈
壱
播
磨
国
飾
西
郡
九
冊
之
内
』
と
い
う
飾
東
、

（
７
）
 

飾
西
郡
の
末
寺
帳
に
よ
る
と
、
亀
山
本
徳
一
寸
に
は
「
地
中
」
「
同
所
」

と
称
す
る
本
徳
寺
寺
内
一
○
力
寺
の
寺
院
が
あ
っ
た
。
そ
の
寺
院

郡 }よ
、

飾
西
郡
地
中

〃
同
所

〃
同
所

飾
東
郡
同
所

〃
同
所

〃
同
所

〃
地
中
・
同
所

〃
地
中
・
同
所

〃
地
中
・
同
所

名 １
播
磨
国
飾
東
郡
亀
山
本
徳
寺
、
地
中
寺
院
法
性
寺
の

過
去
帳
と
穂
寺
頭
寺
源
正
寺
に
つ
い
て

一
一
播
磨
国
、
丹
波
国
の
部
落
寺
院
の
過
去
帳
の
分

析

地
中
・
同
所

蘆

瀞

で
あ
っ
た
。
こ
の
中
に
は
法
性
寺
に
つ
い
て
は
前
記
末
寺
帳
に
、

永
禄
一
○
年
の
開
基
、
寛
文
□
□
年
、
木
仏
、
寺
号
、
「
誓
詞
帳
一
一

地
中
ノ
号
ナ
シ
」
「
御
免
物
帳
二
本
徳
寺
下
ト
有
」
と
記
さ
れ
て
い

る
。
前
記
飾
東
郡
の
末
寺
帳
に
「
元
禄
御
改
開
基
帳
ニ
ハ
、
本
徳

寺
下
一
一
ハ
無
之
、
直
参
ト
有
、
稜
寺
之
頭
二
有
之
」
と
記
さ
れ
播

磨
地
域
の
部
落
寺
院
制
の
軸
と
な
っ
た
「
稜
寺
頭
寺
源
正
寺
」
と

同
じ
、
本
徳
寺
下
、
同
所
寺
院
で
あ
っ
た
。
部
落
寺
院
制
を
考
え

る
上
で
源
正
寺
の
存
在
は
極
め
て
重
要
で
あ
り
、
源
正
寺
解
明
の

鍵
の
一
つ
が
『
法
性
寺
過
去
帳
』
で
あ
る
。
こ
の
過
去
帳
は
、
法

性
寺
の
檀
家
に
つ
い
て
、
元
禄
期
よ
り
大
正
年
間
に
至
る
長
期
間

の
年
度
毎
の
死
亡
年
月
曰
、
法
名
、
俗
名
、
続
き
柄
な
ど
を
記
し

た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
法
性
寺
の
過
去
帳
の
中
に
源
正
寺
関
係
の

記
載
が
あ
り
、
そ
の
記
載
を
み
る
と
、

①
元
禄
一
○
二
六
九
七
）
年
の
記
載
に

（
釈
力
）

十
月
十
曰

尺
妙
恵
西
土
井
六
郎
右
エ
門
妻

同
月
十
七
曰
尺
妙
有
御
寺
内
茶
ャ
清
兵
術
実
母

同
二
六
曰
尺
宗
善
都
倉
町
カ
ヂ
ャ
六
兵
衛
実
父

ｌ
中
略
Ｉ

同
月
十
九
曰
尺
寿
三
御
寺
内
源
正
寺

△
宝
永
三
（
一
七
○
六
）
年

〃

地
中
・
同
所
一
法
受
寺
一
寛
永
一
一
（
一
六
三
四
）
年



4８ 

△
享
保
一
七
（
一
七
三
三
）
年
の
記
載
に

八
月
十
一
一
一
日
尺
貞
三
御
寺
内
源
正
寺
老
母

十
月
廿
八
曰
尺
妙
信
ヒ
ロ
（
広
畑
ヵ
）
治
郎
左
工
門
妻

十
一
月
十
五
曰
尺

中
村
四
郎
五
郎

ｌ
中
略
ｌ

△
明
和
八
二
七
七
一
）
年
の
記
載
に

一
月
十
五
曰
尺
教
円
井
ノ
ロ
平
右
エ
門

同
月
廿
九
日
尺
円
朱
メ
カ
（
薑
ヵ
）
教
念
寺
往
持

二
月
廿
七
曰
尺
照
専
ヒ
ロ
仁
兵
衛
忰

三
月
曰
尺
貞
寿
御
寺
内
源
正
寺
隠
居
パ
パ

△
天
明
八
二
七
八
八
）
年
の
記
載
に

九
月
三
曰
尺
妙
澄
御
寺
内
源
正
寺
老
母

ｌ
中
略
Ｉ

△
明
治
一
四
年
の
記
載
に

一
月
二
十
五
曰
尺
専
智
広
畑
山
本
萬
助

男
子
吉
之
助

三
月
十
五
日
尺
専
教
都
倉
町
水
田
利
右
工
門
妻

十
月
廿
四
曰
尺
宗
慶
禦
内
庄
屋
吉
左
エ
門

ｌ
中
略
ｌ

同
月
晦
曰

尺
妙
閑
雲
内
源
正
寺
う
ば

△
享
保
七
（
一
七
一
三
）
年
の
記
載
に

十
月
四
曰

尺
寿
誉
同
所
（
專
内
）
源
正
寺
後
住

△
明
治
一
八
年
の
記
載
に

（
く
）

十
二
月
廿
七
曰
尺
貞
照
亀
山
町
源
正
寺
母
貝
に

と
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
本
徳
寺
に
隣
接
し
た
法
性
寺
の
過
去
帳
に
は
元

禄
一
○
年
か
ら
明
治
一
八
年
に
か
け
て
源
正
寺
関
係
の
記
載
が
あ
め

る
。
源
正
寺
の
外
御
寺
内
町
庄
屋
や
広
畑
、
中
村
、
井
ノ
ロ
、
妻

か

鹿
、
都
倉
町
な
ど
広
い
範
囲
の
一
般
百
姓
・
町
人
衆
が
同
一
寸
の
檀

家
に
な
っ
て
お
り
、
法
性
寺
は
部
落
寺
院
で
は
な
い
。

前
述
し
た
よ
う
に
、
播
磨
国
の
部
落
寺
院
は
「
横
寺
帳
』
（
本
願

寺
末
寺
帳
『
播
磨
国
稔
寺
分
ご
と
し
て
別
帳
に
さ
れ
て
い
る
。
制

度
的
に
穣
寺
頭
寺
で
あ
っ
た
源
正
寺
も
当
然
同
帳
に
記
載
さ
れ
て

（
８
）
 

い
る
。
し
か
し
、
部
落
寺
院
は
「
金
福
寺
下
」
「
万
宣
寺
下
」
の
よ

う
に
、
ど
の
稔
寺
頭
寺
の
下
寺
か
を
明
示
し
、
開
基
時
代
、
木
仏
、

寺
号
下
付
年
代
、
白
剃
刀
年
代
等
詳
細
に
記
載
し
て
い
る
の
に
、

源
正
寺
に
つ
い
て
は
、
た
だ
－
力
寺
だ
け
、
朱
書
で

免
本
徳
寺
下

亀
山
源
正
寺

三
月
二
十
九
曰
尺
秀
莫

同
月
三
十
一
曰
尺
証
誠

△
明
治
一
七
年
の
記
載
に

八
月
十
八
日
尺
澄
観

亀
山
町

持
住
職
秀
英
妻

広
畑
高
橋
甚
四
郎

源
正
寺

亡
秀
英
弟

幾
次
父



4９或る被差別部落寺院の過去帳について（上）
と
だ
け
記
し
、
開
基
時
代
、
木
仏
、
寺
号
下
付
年
代
等
何
一
つ
記

し
て
い
な
い
。
前
述
の
法
性
寺
の
過
去
帳
の
記
載
と
と
も
に
源
正

寺
が
本
来
「
か
わ
た
寺
」
で
な
か
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
と

同
寺
に
仏
教
に
お
け
る
身
分
差
別
政
策
の
展
開
の
中
で
、
源
正
寺

が
本
徳
寺
下
寺
か
ら
外
さ
れ
、
「
稔
村
」
の
宗
判
を
す
べ
て
お
し
つ

け
ら
れ
、
「
稔
寺
頭
寺
源
正
寺
」
に
移
行
し
て
い
っ
た
こ
と
が
推
定

さ
れ
る
。
そ
れ
が
、
次
第
に
「
世
上
而
ハ
汚
稔
不
浄
之
寺
」
の
風

評
を
生
み
、
寛
政
九
二
七
九
七
）
年
に
は
「
汚
穣
不
浄
寺
の
風

（
９
）
 

評
を
嫌
い
、
他
国
へ
の
引
地
を
願
い
出
」
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
姫
路
藩
領
を
示
す
一
七
世
紀
末
、
一
八
世
紀

（
マ
マ
）

（
皿
）

初
頭
の
地
図
に
源
正
寺
が
「
玄
正
寺
か
わ
た
寺
」
と
記
さ
れ
て
い
る

の
も
そ
う
し
た
歴
史
の
経
過
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

丹
波
国
多
紀
郡
Ｓ
村
金
照
寺
で
は
、
過
去
帳
の
名
称
を
『
法
名

帳
』
と
し
、
寺
宝
と
し
て
大
切
に
保
存
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
法
名

帳
は
明
治
一
三
年
頃
に
整
理
し
な
お
さ
れ
た
よ
う
で
、
そ
の
書
式

'よ

（
（
苗
字
ご

法
名
釈
妙
信
蝋
柵
三
神
諏
十
月
七
曰

□
□
松
太
郎

法
名
釈
浄
恵
撹
政
五
年
丑
十
一
月
十
一
一
曰
匪
匹
弥
蔵

ｌ
下
略
ｌ

の
如
く
記
載
さ
れ
て
い
る
。
法
名
帳
の
は
じ
ま
り
は
享
保
一
七
（
一

（
Ⅲ
）
 

２
丹
波
国
（
ご
村
金
照
寺
の
「
法
名
帳
』
に
つ
い
て

表１丹波国多紀郡Ｓ村の死者の記録

七
三
三
）
年
で
、
大
正
五
（
一
九
一
六
）
年
ま
で
、
’
八
四
年
の

長
期
に
わ
た
っ
て
記
帳
さ
れ
て
い
る
。
安
政
二
二
八
五
五
）
年

七
月
の
「
釈
了
海
」
か
ら
一
部
「
不
詳
」
が
あ
る
が
俗
名
の
記
帳

が
は
じ
ま
る
。
な
お
、
書
式
に
示
し
た
苗
字
は
明
治
一
一
三
年
頃
の

苗
字
を
さ
か
の
ぼ
っ
て
記
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

明
治
一
一
五
年
か
ら
一
一
三
年
ま
で
の
七
年
間
に
、
法
名
の
下
に
「
俗JHmlJ 

総死亡

人数人

１
９
０
９
２
１
５
２
４
６
６
２
３
２
５
 

２
 

１
 

１
 
１
１
１
 

４
 

２
３
２
５
７
３
８
４
９
１
０
２
８
１
８
 

２
４
２
２
 

１
６
 

１
 

３
１
１
３
１
３
５
３
６
４
０
６
８
６
 

１
２
 

１
 

８
 

１
４
４
２
５
９
６
５
６
２
２
３
２
 

２
１
 

８
 

Ｓ村金照寺『法名帳』 により作成



5０ 

名
生
子
」
（
生
ま
れ
た
ば
か
り
の
子
、
生
ま
れ
て
三
曰
〆
、
七
曰
〆

一
一
死
ス
等
と
記
載
）
と
書
か
れ
た
も
の
が
九
人
、
死
産
が
五
人
記

帳
さ
れ
て
い
る
。
「
生
子
」
に
は
法
名
が
あ
る
が
、
死
産
に
は
法
名

は
な
い
。

法
名
帳
に
み
る
年
代
別
の
死
者
の
状
況
は
「
表
１
」
の
通
り
で

あ
る
。

女
七
○
人
計
一
四
五
人
、
三
四
軒
、
明
治
一
五
年
の
「
学
区
改
正

（
ｕ
）
 

布
達
」
「
丙
方
一
一
十
七
号
」
で
は
、
’
八
七
人
、
戸
数
一
一
一
戸
と
あ

る
が
、
戸
数
は
四
一
一
戸
の
誤
り
か
と
思
わ
れ
る
。
江
戸
時
代
の
村

の
人
口
・
戸
数
を
確
定
で
き
な
い
が
、
幕
末
期
三
○
戸
、
一
○
○

人
前
後
の
村
と
推
定
さ
れ
、
天
保
期
（
年
平
均
三
・
五
人
）
、
嘉
永

Ｓ
村
は
、
明
和
一
一
（
一
一
Ｍ
五
六
）
年
戸
数
八
軒
余
で
あ
っ
た
二

明
治
五
年
の
「
戸
数
取
調
帳
」
に
よ
れ
ば
惣
人
ロ
貝
、
男
七
五
人

黒
い
翁

Ｉ
民
間
仮
面
の
フ
ォ
ー
ク
ロ
ァ
ー

〈
、
）

Ｓ
村
は
、
明
和
一
一
（
一
六
五
六
）
年
戸
数
八
軒
余
で
あ
っ
た
が
、ニー-ソ

、

乾
武
俊
著

解
放
出
版
社

Ａ
５
判
、
２
３
３
頁

５
，
０
０
０
円
十
税

期
（
同
一
一
一
・
五
人
）
、
安
政
期
（
同
三
・
一
一
一
人
）
、
元
治
期
（
同
五
・

五
人
）
、
明
治
期
（
同
三
・
七
人
）
に
多
く
の
死
者
を
出
し
て
い
る
。

と
く
に
、
明
治
期
の
死
亡
は
年
平
均
三
・
七
人
で
、
大
飢
饅
に
み

ま
わ
れ
た
天
保
期
を
上
ま
わ
る
高
い
死
亡
率
を
出
し
て
い
る
。
Ｓ

村
の
法
名
帳
に
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
一
切
差
別
記
載
は
な
い
。




